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【 見 方 ② 】
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【 見 方 ① 】

＝日時　 ＝会場　 ＝対象　 ＝定員　 ＝費用　 ＝申込み　 ＝問合せ

INFORMATION INFORMATION
特
別
児
童
扶
養
手
当
の
お
知
ら
せ

特
別
児
童
扶
養
手
当
の
お
知
ら
せ

　

こ
の
制
度
は
精
神
ま
た
は
身
体
に
障
が
い

を
有
す
る
児
童
を
養
育
す
る
父
母
等
に
手
当

を
支
給
す
る
こ
と
に
よ
り
、
こ
れ
ら
の
児
童

の
福
祉
の
増
進
を
図
る
こ
と
を
目
的
と
し
て

い
ま
す
。

【
受
給
資
格
者
】

　

20
歳
未
満
で
精
神
ま
た
は
身
体
に
障
が
い

を
有
す
る
児
童
を
家
庭
で
監
護
、
養
育
す
る

父
母
ま
た
は
養
育
者
に
支
給
さ
れ
ま
す
。

　

た
だ
し
、
次
の
い
ず
れ
か
に
当
て
は
ま
る

と
き
は
手
当
を
受
給
で
き
ま
せ
ん
。

•	

受
給
資
格
者
（
請
求
者
）
や
対
象
児
童
が
、

日
本
国
内
に
住
所
を
有
し
な
い
と
き

•	

対
象
児
童
が
、
児
童
福
祉
施
設
等
に
入

所
し
て
い
る
と
き
（
た
だ
し
、
通
園
し

て
い
る
場
合
は
除
く
）。

•	

対
象
児
童
が
障
が
い
を
事
由
と
す
る
年

金
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
と
き
。

【
手
当
額
（
令
和
５
年
４
月
か
ら
月
額
）】

　

手
当
は
認
定
請
求
し
た
日
の
属
す
る
翌
月

分
よ
り
次
の
額
が
支
給
さ
れ
ま
す
。

•	

１
級　

５
３
７
０
０
円

•	

２
級　

３
５
７
６
０
円

　

た
だ
し
、受
給
者
も
し
く
は
そ
の
配
偶
者
、

ま
た
は
扶
養
義
務
者
の
前
年
の
所
得
が
一
定

の
額
以
上
で
あ
る
と
き
、
手
当
は
支
給
さ
れ

ま
せ
ん
。詳
細
は
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

役
場
福
祉
課
福
祉
係
☎
（
574
）
２
２
１
４

特
別
障
害
者
手
当
・
障
害
児
福
祉

特
別
障
害
者
手
当
・
障
害
児
福
祉

手
当
ま
た
は
福
祉
手
当
の
お
知
ら
せ

手
当
ま
た
は
福
祉
手
当
の
お
知
ら
せ

こ
の
制
度
は
、
精
神
ま
た
は
身
体
に
重
度

の
障
が
い
を
有
す
る
20
歳
以
上
の
方
、
ま
た

は
20
歳
未
満
の
方
に
特
別
障
害
者
手
当
、
障

害
児
福
祉
手
当
ま
た
は
福
祉
手
当
を
支
給
す

る
こ
と
に
よ
り
、
こ
れ
ら
の
方
の
福
祉
の
増

進
を
図
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
、
手
当
を
支

給
す
る
も
の
で
す
。

【
受
給
資
格
者
】

特
別
障
害
者
手
当
▽
精
神
ま
た
は
身
体
に
著

し
い
重
度
の
障
が
い
を
有
す
る
た
め
、
日
常

生
活
に
お
い
て
常
時
特
別
な
介
護
を
必
要
と

す
る
20
歳
以
上
の
方
に
支
給
さ
れ
ま
す
。
た

だ
し
、
次
の
い
ず
れ
か
に
当
て
は
ま
る
と
き

は
、
手
当
は
受
給
で
き
ま
せ
ん
。

•	

受
給
資
格
者
（
請
求
者
）
が
日
本
国
内

に
住
所
を
有
し
な
い
と
き
。

•	

受
給
資
格
者
（
請
求
者
）
が
、
障
害
者

支
援
施
設
等
に
入
所
し
て
い
る
と
き
（
た

だ
し
、
通
所
し
て
い
る
場
合
は
除
く
）。

•	

受
給
資
格
者
（
請
求
者
）
が
、
病
院
ま

た
は
診
療
所
に
３
か
月
を
超
え
て
入
院

し
た
と
き
。

障
害
児
福
祉
手
当
▽
精
神
ま
た
は
身
体
に
重

度
の
障
が
い
を
有
す
る
た
め
、
日
常
生
活
に

お
い
て
常
時
の
介
護
を
必
要
と
す
る
20
歳
未

満
の
児
童
に
支
給
さ
れ
ま
す
。

（
経
過
的
）
福
祉
手
当
▽
昭
和
61
年
４
月
１
日

に
お
い
て
、
従
前
の
福
祉
手
当
を
受
給
し
て

お
り
、
特
別
障
害
者
手
当
ま
た
は
障
害
基
礎

年
金
を
受
給
で
き
な
い
方
に
支
給
さ
れ
ま

す
。
た
だ
し
、
次
の
い
ず
れ
か
に
当
て
は
ま

る
と
き
は
、
手
当
は
受
給
で
き
ま
せ
ん
。

•	

受
給
資
格
者
（
請
求
者
）
が
日
本
国
内

に
住
所
を
有
し
な
い
と
き
。

•	

受
給
資
格
者
（
請
求
者
）
が
、
障
害
児

入
所
施
設
等
に
入
所
し
て
い
る
と
き
（
た

だ
し
、
通
所
し
て
い
る
場
合
は
除
く
）。

•	

受
給
資
格
者
（
請
求
者
）
が
、
障
が
い

を
事
由
と
す
る
年
金
等
を
受
け
る
こ
と

が
で
き
る
と
き
。

【
手
当
額
】（
令
和
５
年
４
月
～
）

特
別
障
害
者
手
当
▽
月
額
２
７
９
８
０
円

障
害
児
福
祉
手
当
、（
経
過
的
）
福
祉
手
当

▽
月
額
１
５
２
２
０
円

役
場
福
祉
課
福
祉
係
☎
（
574
）
２
２
１
４

日
本
赤
十
字
社
社
資
・
寄
付
金

日
本
赤
十
字
社
社
資
・
寄
付
金

募
集
の
お
礼
と
報
告

募
集
の
お
礼
と
報
告

　

皆
さ
ま
の
ご
協
力
に
よ
り
、
た
く
さ
ん
の

社
資
を
お
寄
せ
い
た
だ
き
、
令
和
４
年
度
受

付
の
総
額
は
、
57
万
５
５
０
０
円
と
な
り
ま

し
た
。
な
お
、
お
預
か
り
し
た
社
資
は
、
全

額
を
日
本
赤
十
字
社
北
海
道
支
部
へ
送
金
い

た
し
ま
し
た
。

　

社
資
は
、
自
然
災
害
な
ど
に
お
け
る
災
害

救
護
活
動
、
国
際
活
動
の
ほ
か
、
医
療
活
動

や
看
護
師
の
養
成
、
救
護
法
講
習
会
の
普
及

な
ど
に
役
立
て
ら
れ
ま
す
。

　

皆
さ
ま
か
ら
の
ご
厚
志
に
心
か
ら
感
謝
申

し
上
げ
ま
す
。

日
本
赤
十
字
社
豊
頃
町
分
区
（
役
場
福
祉

課
福
祉
係
）
☎
（
574
）
２
２
１
４

令
和
５
年
度
要
約
筆
記
奉
仕
員

令
和
５
年
度
要
約
筆
記
奉
仕
員

養
成
講
座
開
催
の
お
知
ら
せ

養
成
講
座
開
催
の
お
知
ら
せ

　

要
約
筆
記
と
は
、
中
途
で
聴
力
を
失
っ
た
か

た
（
中
途
失
聴
者
）
や
難
聴
者
な
ど
聞
こ
え

の
不
自
由
な
方
に
会
話
や
講
演
会
な
ど
も
文

字
に
変
え
て
伝
え
る
こ
と
で
す
。
大
切
な
人
の

「
耳
代
わ
り
」
と
し
て
要
約
筆
記
を
学
ん
で

み
ま
せ
ん
か
。
ぜ
ひ
、
ご
利
用
く
だ
さ
い
。

６
月
６
日
（
火
）
～
７
月
25
日
（
火
）
10

時
～
15
時
（
全
８
回
）

無
料

帯
広
市
グ
リ
ー
ン
プ
ラ
ザ
（
帯
広
市
公
園
東

町
３
丁
目
）
帯
広
市
保
健
福
祉
セ
ン
タ
ー
（
帯

広
市
東
８
条
南
13
丁
目
１
）

申
込
期
間
▽
４
月
20
日
（
木
）
～
５
月
30
日
（
火
）

帯
広
市
役
所
市
民
福
祉
部
福
祉
支

援
室
障
害
福
祉
課
担
当
☎
０
１
５
５
（
65
）

４
１
４
８

消
費
者
生
活
相
談

消
費
者
生
活
相
談

　

架
空
請
求
や
悪
質
な
訪
問
販
売
、
様
々
な

立
場
を
利
用
し
た
振
り
込
め
詐
欺
な
ど
の
相

談
に
ご
利
用
く
だ
さ
い
。
時
間
が
経
つ
と
不

利
に
な
る
こ
と
も
あ
り
ま
す
の
で
、「
お
か

し
い
ぞ
？
」
と
思
っ
た
ら
、
た
め
ら
わ
ず
に

ご
連
絡
く
だ
さ
い
。

４
月
25
日
（
火
）
11
時
30
分
～
14
時
30
分

役
場
１
階
会
議
室
相
談
員
▽
上
村
正
子
氏

役
場
住
民
課
生
活
環
境
係
☎（
574
）２
２
１
３

各サロン等利用時のお願い各サロン等利用時のお願い
マスク着用・事前の検温マスク着用・事前の検温
会場での手洗い・消毒等会場での手洗い・消毒等

ほっとサロン茂岩
4月12日（水） 13:00～16:004月26日（水）

場所：ひだまり交流館　送迎：コミバス④・⑥便
ほっとサロン豊頃

4月14日（金） 9:30～15:00
※9：30～10：30まで体操の時間です。
場所：豊頃コミセン　送迎：コミバス③・⑤便

ほっとサロン大津
4月26日（水） 10:00～12:00

場所：大津コミセン
ほっとサロン末広

4月3日（月） 13:00～15:00
場所：末広近隣センター

卓上サロン茂岩

会場が空いていればいつでも利用可能

場所：福祉センター
卓上サロン豊頃	※利用料無料

4月28日（金） 13:00～16:004月30日（日）
場所：豊頃コミセン
お元気サロン

4月28日（金） 9:30～10:30
場所：豊頃コミセン

月月 のの４４

社会福祉協議会	☎（574）3143

フィットネスカフェ
4月18日（火） 10:00～12:00

参加費	200円（カフェ利用券付）　内容：健康けん玉

場所：ひだまり交流館
福祉活動拠点施設ひだまり交流館
月～土曜（祝日も開設） 10:00～17:00
トヨッピーコミカフェ 10:30～15:30

うたカラの日	（カラオケ開放）
※マスク着用で歌ってください
※豊寿大学の日はお休みです

毎週月曜日
10：00～12：00

※各サロン公共ポイント対象です。※各サロン公共ポイント対象です。

つ・ど・いつ・ど・いの場の場

感染状況によっては事業の自粛や施設の閉館・時短等とする場合がありますので、あらかじめご了承ください。感染状況によっては事業の自粛や施設の閉館・時短等とする場合がありますので、あらかじめご了承ください。

『
と
よ
こ
ろ
消
費
生
活
塾
』
受
講

『
と
よ
こ
ろ
消
費
生
活
塾
』
受
講

者
募
集

者
募
集

消
費
生
活
の
分
野
に
関
し
て
、
必
要
な
基

礎
知
識
や
最
新
の
情
報
を
テ
ー
マ
と
し
た
講

座
を
開
催
し
ま
す
の
で
、
関
心
の
あ
る
方
は
、

お
気
軽
に
受
講
く
だ
さ
い
。

４
月
25
日
（
火
）
14
時
30
分
～
15
時
40
分

※
毎
月
１
回
実
施
予
定

役
場
１
階
会
議
室

テ
ー
マ
▽
人
生
１
０
０
年
時
代
を
生
き
る
支
度

講
師
▽
上
村
正
子
氏
定
員
▽
若
干
名

無
料

前
日
ま
で
に
役
場
住
民
課
生
活
環
境
係（
☎

（
574
）
２
２
１
３
）
へ
ご
連
絡
く
だ
さ
い
。

※
次
回
は
５
月
30
日
（
火
）、
テ
ー
マ
「
賢

く
始
め
る
！
新
成
人
」

役
場
住
民
課
生
活
環
境
係
☎（
574
）２
２
１
３

人
権
相
談
・
行
政
相
談

人
権
相
談
・
行
政
相
談

【
人
権
相
談
】

４
月
６
日
（
木
）
13
時
30
分
～
16
時

役
場
１
階
会
議
室

基
本
的
人
権
が
脅
か
さ
れ
た
場
合
、
救
済

な
ど
の
相
談
に
ご
利
用
く
だ
さ
い
。

相
談
員
▽
中
野
稔
氏
▽
羽
賀
智
子
氏
▽
鳥
宮

彰
子
氏

【
特
設
行
政
相
談
】

４
月
６
日
（
木
）
10
時
～
11
時
30
分

大
津
地
域
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
セ
ン
タ
ー

【
定
例
行
政
相
談
】

４
月
６
日
（
木
）
13
時
30
分
～
16
時

役
場
１
階
会
議
室

　

役
所
の
仕
事
に
つ
い
て
納
得
で
き
な
い
こ

と
、
ご
意
見
ご
要
望
な
ど
が
あ
れ
ば
、
お
気

軽
に
お
立
ち
寄
り
く
だ
さ
い
。

相
談
委
員
▽
髙
倉
明
氏
（
茂
岩
末
広
町

２
０
２
）
☎
（
574
）
２
２
９
１

備
考
▽
釧
路
行
政
評
価
分
室
で
も
相
談
を

受
付
け
て
い
ま
す
。『
行
政
苦
情
110
番
』

☎
０
５
７
０
‐０
９
０
１
１
０

役
場
住
民
課
生
活
環
境
係
☎（
574
）２
２
１
３

無
料
巡
回
交
通
事
故
相
談

無
料
巡
回
交
通
事
故
相
談

４
月
11
日
（
火
）、
５
月
16
日
（
火
）、
６

月
20
日
（
火
）
▽
12
時
～
15
時

十
勝
総
合
振
興
局

十
勝
総
合
振
興
局
環
境
生
活
課

☎
０
１
５
５
（
26
）
９
２
４
９

※
相
談
の
受
付
は
３
開
庁
日
前
の
正
午
ま
で

に
電
話
予
約
を
お
願
い
し
ま
す
。

　

な
お
巡
回
相
談
日
以
外
で
電
話
相
談
を
希

望
さ
れ
る
方
は
北
海
道
交
通
事
故
相
談
所

☎
０
５
０
（
３
５
３
３
）
４
７
０
３
に
お

問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

役
場
住
民
課
生
活
環
境
係
☎（
574
）２
２
１
３

運
転
免
許
更
新
時
講
習

運
転
免
許
更
新
時
講
習

４
月
６
日
（
木
）

▽
優
良
13
時
15
分
～
▽
違
反
13
時
55
分
～

※
受
付
は
30
分
前
か
ら
行
い
ま
す
。

え
る
夢
館
２
階
視
聴
覚
室

公
安
委
員
会
か
ら
送
付
さ
れ
た
更
新
連
絡

書
に
よ
り
、
池
田
警
察
署
で
更
新
手
続
き
を

終
了
さ
れ
た
方

詳
細
▽
豊
頃
町
で
行
わ
れ
る
講
習
月
は
偶
数

月
▽
種
別
は
「
優
良
」「
違
反
」
の
み
▽
「
一

般
」
ま
た
は
「
初
回
」
を
受
講
さ
れ
る
方
は
、

池
田
会
場
等
で
受
講
し
て
く
だ
さ
い
。
▽
次

回
の
講
習
予
定
は
６
月
８
日
（
木
）
で
す
。

■参考～町外実施会場

会
場

池田会場
（西部地域コミセン）
池田町字利別東町 12-11
☎（579）2138

浦幌会場
（中央公民館）
浦幌町字桜町15番地5
☎（576）3095

日
時

4 月 4 日（火）
5 月 2 日（火）

違反10:00優良13:00
一般13:40
初回14:50（４月のみ）

5 月 12 日（金）
優良 13:30
違反 14:10

注）十勝池田警察署管内

役
場
住
民
課
生
活
環
境
係
☎（
574
）２
２
１
３

広
報
と
よ
こ
ろ

役
場
だ
よ
り

▽
生
活
・
環
境

広
報
と
よ
こ
ろ

▽
福
祉
▽
生
活
・
環
境

役
場
だ
よ
り


